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6．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための

事業及び当該事業一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

 

［1］街なか居住の推進の必要性  

 

① 現状分析                                  

東日本大震災により、中心市街地のほとんどの店舗や住宅が浸水し、中心市街地の

居住人口は、震災後 2,777人（平成 26年 3月末日現在）までに減少した。そのため現

在、住宅を再建するための民間再開発事業が複数計画されている。一方で、震災前か

ら中心市街地の一部では低未利用地が発生し、敷地が細分化されていることから土地

の有効利用がされていない。地権者が個別に土地利用を図り建物を復興するだけでは、

より多くの被災者の転入場所の確保が難しく、土地利用の意向のない地権者の土地は

空き地として残ってしまう可能性がある。 

 

② 事業の必要性                                

戦後の急速な経済成長によりスプロール化が生じていた中心市街地に津波が直撃し

たこと及びこれからのさらなる人口減少と高齢化社会に備え、復興にはコンパクトシ

ティ化が不可欠となる。中心市街地への人口の集約化を視野に入れ、街なか居住の推

進が求められるが、個々の地権者がバラバラに住宅の再建を行うのではなく、共同で

合理的に土地を利用していく共同化事業や再開発事業を積極的に推進することで、低

未利用地の有効活用やコミュニティの再生を図る必要がある。 

 

③ フォローアップ                               

本基本計画に位置付けた事業は、年度ごとに事業の推進調査を行い、状況に応じて

必要な改善措置を講じる。 
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［2］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

目標達成のための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

〔事業名〕 

松川横丁 共同店

舗の運用によるま

ちづくり事業 

 

〔内容〕 

○店舗・シェアハウ

ス等の運営 

 

〔実施時期〕 

平成25年度～ 

 

民間事

業者 

（地区：松川横丁・区域面積＝

約0.06ha） 

まちなか居住の促進とともに、

中心商店街の賑わいを図ること

を目的に、店舗やシェアハウス等

を組み合わせ、地域まちづくりの

担い手になってもらう生活・ビジ

ネスの場を設ける。 

本事業は、定住人口及び歩行

者・自転車通行量の増加に効果の

ある事業である。 

〔支援措置〕 

商店街まちづ

くり事業（中心

市街地活性化

事業） 

 

〔実施時期〕 

平成26年度 

 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち､認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

目標達成のための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

〔事業名〕 

優良建築物等整備

事業（松川横丁） 

 

〔内容〕 

○住宅等の整備 

○商業施設等の整

備 

 

〔実施時期〕 

平成25年度～ 

平成27年度 

民間事

業者 

（地区：松川横丁・区域面積＝

約0.06ha） 

まちなか居住の促進とともに、

中心商店街の賑わいを図ること

を目的に、店舗やシェアハウス等

を組み合わせ、地域まちづくりの

担い手になってもらう生活・ビジ

ネスの場を設ける。 

本事業は、定住人口及び歩行

者・自転車通行量の増加に効果の

ある事業である。 

〔支援措置〕 

復興交付金（優

良建築物等整

備事業・基幹事

業） 

 

〔実施時期〕 

平成25年度～ 

平成27年度 
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〔事業名〕 

優良建築物等整備

事業 

（立町二丁目４番

地区） 

 

〔内容〕 

○住宅等の整備 

○商業施設等の整

備 

 

〔実施時期〕 

平成28年度～ 

民間事

業者 

 （立町二丁目４番地区・区域面

積＝約 0.08ha） 

まちなか居住の促進とともに、

中心商店街の賑わいを図ること

を目的に、店舗及び住宅を整備

し、他の地区や商店街等との連携

により賑わいや中心市街地の回

遊性を創出する。 

 本事業は、定住人口及び歩行

者・自転車通行量の増加に効果の

ある事業である。 

〔支援措置〕 

復興交付金（優

良建築物等整

備事業・基幹事

業） 

 

〔実施時期〕 

平成 28年度～ 

平成31年度 

 

〔事業名〕 

優良建築物等整備

事業 

（中央二丁目３番

地区（Ａ１地区）） 

 

〔内容〕 

○住宅等の整備 

○商業施設等の整

備 

 

〔実施時期〕 

平成28年度～ 

民間事

業者 

（中央二丁目３番地区（Ａ１地

区）・区域面積＝約 0.08ha） 

まちなか居住の促進とともに、

中心商店街の賑わいを図ること

を目的に、中央二丁目３番地区

（Ａ２地区）及び立町一丁目３番

地区（Ｂ地区）と連携して商業施

設、居住施設及び駐車場を整備す

る。 

 本事業は、定住人口及び歩行

者・自転車通行量の増加に効果の

ある事業である。 

〔支援措置〕 

復興交付金（優

良建築物等整

備事業・基幹事

業） 

 

〔実施時期〕 

平成 28年度～ 

平成 31年度 

 

〔事業名〕 

優良建築物等整備

事業 

（中央二丁目３番

地区（Ａ２地区）） 

 

〔内容〕 

○商業施設等の整

備 

 

民間事

業者 

（中央二丁目３番地区（Ａ２地

区）・区域面積＝約 0.15ha） 

中心商店街の賑わいを図ること

を目的に、中央二丁目３番地区

（Ａ１地区）及び立町一丁目３番

地区（Ｂ地区）と連携して商業施

設及び駐車場を整備する。 

 本事業は、歩行者・自転車通行

量の増加に効果のある事業であ

る。 

〔支援措置〕 

復興交付金（優

良建築物等整

備事業・基幹事

業） 

 

〔実施時期〕 

平成 28年度～ 

平成31年度 
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〔実施時期〕 

平成28年度～ 

〔事業名〕 

優良建築物等整備

事業 

（立町一丁目３番

地区（Ｂ地区）） 

 

〔内容〕 

○住宅等の整備 

○商業施設等の整

備 

 

〔実施時期〕 

平成28年度～ 

民間事

業者 

 

 

 

 

 

 

 

（立町一丁目３番地区（Ｂ地

区）・区域面積＝約 0.33ha） 

まちなか居住の促進とともに、

中心商店街の賑わいを図ること

を目的に、中央二丁目３番地区

（Ａ１地区）及び中央二丁目３番

地区（Ａ２地区）と連携して商業

施設、居住施設及び駐車場を整備

する。 

 本事業は、定住人口及び歩行

者・自転車通行量の増加に効果の

ある事業である。 

 

〔支援措置〕 

復興交付金（優

良建築物等整

備事業・基幹事

業） 

 

〔実施時期〕 

平成 28年度～ 

平成31年度 

 

 

 

 

〔事業名〕 

優良建築物等整備

事業 

（中央二丁目４番

北地区） 

 

〔内容〕 

○住宅等の整備 

○商業施設等の整

備 

 

〔実施時期〕 

平成28年度～ 

民間事

業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中央二丁目４番北地区・区域面

積＝約 0.11ha） 

まちなか居住の促進とともに、

中心商店街の賑わいを図ること

を目的に、店舗及び住宅を整備

し、他の地区や商店街等との連携

により賑わいや中心商店街の回

遊性を創出する。 

 本事業は、定住人口及び歩行

者・自転車通行量の増加に効果の

ある事業である。 

 

〔支援措置〕 

復興交付金（優

良建築物等整

備事業・基幹事

業） 

 

〔実施時期〕 

平成 28年度～ 

平成31年度 

 

 

 

〔事業名〕 

優良建築物等整備

事業 

（中央二丁目４番

南地区） 

 

 

〔内容〕 

○住宅等の整備 

民間事

業者 

 

（中央二丁目４番南地区・区域面

積＝約 0.23ha） 

まちなか居住の促進とともに、

中心商店街の賑わいを図ること

を目的に、店舗や医療施設等の充

実を図り、イベント広場を設けて

地域周辺の中心的な役割を果た

し、災害時における津波避難ビル

としての役割も兼ねた施設を整

〔支援措置〕復

興交付金（優良

建築物等整備

事業・基幹事

業） 

 

〔実施時期〕 

平成 28年度～ 

平成31年度 
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○商業施設等の整

備 

 

〔実施時期〕 

平成28年度～ 

備する。 

 本事業は、定住人口及び歩行

者・自転車通行量の増加に効果の

ある事業である。 

 

 

 

 

(3) 中心市街地の活性化に質するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

目標達成のための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

〔事業名〕 

【再掲】優良建築物

等整備事業 

（中央二丁目４番

南地区） 

 

〔内容〕 

○住宅等の整備 

○商業施設等の整

備 

 

〔実施時期〕 

平成28年度～ 

民間事

業者 

・市 

（中央二丁目４番南地区・区域面

積＝約 0.23ha） 

まちなか居住の促進とともに、

中心商店街の賑わいを図ること

を目的に、店舗や医療施設等の充

実を図り、イベント広場を設けて

地域周辺の中心的な役割を果た

し、災害時における津波避難ビル

としての役割も兼ねた施設を整

備する。 

 本事業は、定住人口及び歩行

者・自転車通行量の増加に効果の

ある事業である。 

〔支援措置〕 

防災・省エネま

ちづくり緊急

促進事業 

 

〔実施時期〕 

平成29年度～ 

平成31年度 

 

〔事業名〕 

地域優良賃貸住宅

（高齢者型）供給促 

進事業 

〔内容〕 

○家賃低廉化補助 

〔実施時期〕 

平成22年度～ 

民間事

業者 

・市 

優良な高齢者向け賃貸住宅を

整備する民間開発及び入居を誘

導する補助を実施する（34戸）。 

本事業は、定住人口に効果のあ

る事業である。 

 

〔支援措置〕 

社会資本整備

総合交付金（地

域住宅計画に

基づく事業） 

 

〔実施時期〕 

平成22年度～ 

 

〔事業名〕 

復興公営住宅整備

事業 

 

〔内容〕 

○復興公営住宅整

備 

市 東日本大震災により住居を失

った市民に対し、復興公営住宅の

供給を図る。 

本事業は、定住人口の増加に特

に効果のある事業である。 

〔支援措置〕 

復興交付金（災

害公営住宅整

備事業・基幹事

業） 
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〔実施時期〕 

平成23年度～ 

平成28年度 

〔実施時期〕 

平成23年度～ 

平成28年度 

〔事業名〕 

市街地再開発事業 

（中央三丁目1番地

区） 

 

〔内容〕 

○住宅等の整備 

○商業施設等の整

備 

 

〔実施時期〕 

平成24年度～ 

平成28年度 

民間事

業者 

（中央三丁目1番地区・区域面

積＝約0.5ha） 

被災市街地において、商業施設

や住宅等の複合施設を建設する

とともに、屋外空間の一体整備を

行う再開発組合に対し補助金を

交付し、再開発事業を支援する。 

 本事業は、定住人口の増加に

特に効果のある事業である。ま

た、歩行者・自転車通行量の増加

にも効果のある事業である。 

〔支援措置〕 

復興交付金（市

街地再開発事

業・基幹事業） 

 

〔実施時期〕 

平成24年度～

平成27年度 

 

〔事業名〕 

市街地再開発事業 

（立町二丁目5番地

区） 

 

〔内容〕 

○復興公営住宅等

の整備 

○商業施設等の整

備 

 

〔実施時期〕 

平成24年度～ 

民間事

業者 

・市 

 

（立町二丁目5番地区・区域面

積＝約0.3ha） 

被災市街地において、商業施設

や復興公営住宅等の複合施設を

建設するとともに、屋外空間の一

体整備を行う再開発組合に対し

補助金を交付し、再開発事業を支

援する。 

本事業は、定住人口の増加に特

に効果のある事業である。また、

歩行者・自転車通行量の増加にも

効果のある事業である。 

〔支援措置〕 

復興交付金（市

街地再開発事

業・基幹事業） 

 

〔実施時期〕 

平成24年度～

平成28年度 

 

〔事業名〕 

市街地再開発事業 

（中央一丁目14･15

番地区） 

 

〔内容〕 

○復興公営住宅等

の整備 

民間事

業者 

・市 

（中央一丁目14･15番地区・区

域面積＝約0.5ha） 

被災市街地において、生活支援

施設や復興公営住宅等の複合施

設を建設するとともに、河川堤防

と連続する良質な屋外空間の一

体整備を行う再開発組合に対し

補助金を交付し、再開発事業を支

〔支援措置〕 

復興交付金（市

街地再開発事

業・基幹事業） 

 

〔実施時期〕 

平成25年度～

平成28年度 
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○生活支援施設等

の整備 

 

〔実施時期〕 

平成24年度～ 

援する。 

本事業は、定住人口の増加に特

に効果のある事業である。また、

歩行者・自転車通行量の増加にも

効果のある事業である。 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

該当なし 

 


